
 

 

16 熊本県南関町における道路工事による水質汚濁被害原因裁定申請事件 

（平成21年（ゲ）第９・10号事件） 

(1) 事件の概要 

平成21年９月18日、熊本県南関町の住民２人から、熊本県南関町を相手方（被申請

人）として原因裁定を求める申請があった。 

申請の内容は以下のとおりである。申請人ら及びその家族等が使用している井戸水

の汚濁は、被申請人が施工した道路工事によるものである、との原因裁定を求めるも

のである。 

同年10月８日、同一原因による被害を主張する熊本県の法人１社から参加の申立て

があり（平成21年（ゲ）第10号事件）、裁定委員会は、同年11月９日、これを許可し

た。 

(2) 事件の処理経過 

公害等調整委員会は、本申請受付後、直ちに裁定委員会を設け、３回の審問期日

（１回の現地期日を含む。）を開催するとともに、平成22年６月23日、井戸水の水質

等の分析に関する専門的事項を調査するために必要な専門委員１人を選任したほか、

現地調査、水質分析等調査、現地採水調査を実施するなど、手続を進めている。 

 

  


	本事件は、熊本県から鹿児島県にまたがる不知火海の沿岸の漁民等が、チッソ株式会社水俣工場からの排水に起因した水俣病に罹患し、これによって精神上及び財産上の損害を被ったとして、チッソ株式会社を相手方（被申請人）として、賠償金の支払等を内容とする調停を求めたものである。
	昭和48年度の第１次調停以来、平成22年度末までに53次にわたる調停を実施し、606件（患者数1,463人）について調停が成立した（表１－２－２）。
	(3) 慰藉料額等変更申請
	(4) 調停調書の例



